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○鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成１７年９月３０日 

規則第１７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成２５年鳴門市条例第１１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（申請資格） 

第２条 条例第３条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、条例第２条第２号に規定する申請することができる法人等の資

格を有しないものとする。 

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

１１項又は条例第１０条第１項の規定により指定の取消しを受けたことがあるもの 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により本市

における一般競争入札等の参加を制限されているもの 

（３） 国税又は地方税を滞納しているもの 

（４） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（５） 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過し

ないものの統制の下にあるもの 

（６） 指定管理者の指定を受けようとする法人等の代表者又は役員が、破産者で復権を

得ないもの、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、若しくはその執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しないもの又は暴力団の構成員若しくはそ

の構成員でなくなった日から５年を経過しないものであること。 

２ その他申請資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

（指定管理者の指定申請書等） 

第３条 条例第３条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（様式第１号）

によるものとする。 

２ 条例第３条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 指定予定期間に属する各年度の施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書 

（２） 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相
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当する書類） 

（３） 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、財産目録及び

貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、指定申請の日の

属する事業年度の事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目

録 

（４） 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書 

（５） 役員の名簿 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（選定の特例に係る提出書類） 

第４条 条例第６条第２項に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、前条各号に規

定する書類とする。 

（指定管理候補者の選定通知） 

第５条 条例第４条及び第６条の規定により指定管理候補者の選定等をしたときは、当該申

請者に指定管理候補者可否等決定通知書（様式第２号）を送付するものとする。 

（指定の通知） 

第６条 条例第７条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者に対し、

指定管理者指定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（協定の締結） 

第７条 条例第７条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と当該施

設の管理に関する協定を締結しなければならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 指定期間に関する事項 

（２） 当該施設の管理に関する事項 

（３） 利用料金に関する事項 

（４） 本市が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項 

（５） 指定管理者が当該施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する

事項 

（６） 事業報告に関する事項 

（７） その他市長が必要と認める事項 

（指定の取消し等） 

第８条 条例第１０条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は、指定管理者指定取
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消し通知書（様式第４号）により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ず

る場合は、指定管理者指定停止命令書（様式第５号）によるものとする。 

（事業報告書の記載事項） 

第９条 条例第１２条第４号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 利用サービスの向上への取組状況 

（２） 個人情報保護の状況 

（３） その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項 

（準備行為の適用範囲） 

第１０条 条例第１６条に規定する準備行為が必要な場合として規則で定める事項は、次の

とおりとする。 

（１） 新たに公の施設として設置しようとする場合において、当該施設の設置及び管理

に関する条例を制定した後に指定管理候補者を選定すると当該施設の供用開始日まで

に十分な準備期間の確保ができないと見込まれるとき。 

（２） 公の施設の適切な管理及び運営のために、当該施設の配置、設備又は備品の計画

について、設計の段階から指定管理候補者の意見を反映させる必要があるとき。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日規則第９号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日規則第８号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日規則第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 
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４ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則（令和７年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第６号の改正規定中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分の改正規定は、令和７年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

 


